
建設業労働災害防止協会大北分会

令和４年度安全パトロール年次総括

令和４年の長野県における
建設労働災害の発生状況等について

大町労働基準監督署
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令和４年労働災害による死亡者数が４割増
～休業４日以上の死傷者数は過去21年間で最多、増加率が過去
40年間で最高～

【令和４年の労働災害発生状況の概要】※令和５年２月15日長野労働局発表

●死亡災害
・ 全産業計の死亡者は21人（前年15人）と過去10年間で最多タ
イだった（平成29年と同数）。平成24年に過去最少の13人と
なって以降、10年間もの間、それを下回ることができていない。
・ 業種別にみると、建設業が８人で最多、製造業が３人、運
輸・貨物取扱業の２人、林業が１人、その他の事業（第三次産
業等）は７人だった。
・ 建設業は平成27年以降の過去８年で最多。なお、その他の事
業は平成18年以降の過去17年間で最多タイ（平成21年、22年、
23年、27年、29年と同数）。
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令和４年労働災害による死亡者数が４割増
～休業４日以上の死傷者数は過去21年間で最多、増加率が過去
40年間で最高～

●休業４日以上の死傷災害
・ 全産業計は2,294人（前年＋162人）で平成14年以降の21年
間で最多となり、過去最少の平成21年以降中期的に増加傾向。
前年比増減率（＋7.6%）は昭和58年（同57年比）以降で最高。
・ 事故の型別にみると、転倒が725人（前年＋122人）で初め
て700人を超え、続いて墜落・転落が327人、動作の反動・無
理な動作が312人（過去最多）、はさまれ・巻き込まれが289
人の順に多かった。
・ 年齢層別にみると、60歳以上の労働者が735人（前年＋125
人）で初めて700人を超え、構成比は32.0％で過去最高となっ
た。また、外国人労働者は97人（前年＋４人）で過去最多だっ
た。派遣労働者の労働災害が82人（前年＋３人）で過去最多
だった。
・ 業種別にみると、製造業が638人、建設業296人、運輸・貨
物取扱業が235人、農業等が48人、林業が34人、その他の業種
が1035人（過去最多）だった。製造業は昭和60年以降の過去
30年で最多の対前年増加数、統計開始（昭和48年）以降で過
去最高の増加率（前年＋26.3%）だった。
・ 冬季特有の労働災害が295人（前年122人）、うち転倒が
242人（前年100人）を占めた。 3

・建設業296人（前年＋15人）は
平成28年以降の7年間で最多
（平成27年が317人）。
・建設業過去最少の平成29年254人
以降増加傾向



建設業
H26：10
H27： 3
H28： 5
H29： 5
H30： 3
R  1： 4
R  2： 2
R 3： 7
R  4： 8
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休業４日以上の転倒災害のうち
休業１か月以上に至るものが
55.4％を占める

休業４日以上の転倒災害のうち
骨折は67％を占める
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長野県内の令和４年の建設関連死亡災害事例
整理
番号

発生月 事業の種類
事故の型
起因物

災害の概要

１ １月 河川土木工事業
転倒

掘削用機械

工事用仮設道路を開設するため、約20度の傾斜地上でクレーン機能付きの重機を運転して、
クレーンモードに切り替えずに鋼板を敷設していたところ、重機がバランスを崩し傾いたため、
シートベルト未着用の被災者は運転席から飛び降りたが、横転した重機の下敷きとなった。

２ ２月 河川土木工事業
激突され

掘削用機械

法面ブロック積の業務において、被災者は、砕石の裏込めを行う重機の可動範囲内にも入りな
がら、手工具等による砕石の締固め作業に従事していたところ、重機運転者が立ち上がって施工
状況を確認し再度運転席へ座る際に着衣が操作レバーに引っ掛かり、意図せず重機が旋回し、
バケットに激突された。

３ ２月 電気通信工事業
激突され

立木等

斜面で支障木にチェーンソーで受け口と追い口を入れ、同樹木の高さ約9mに取り付けたワイ
ヤーロープをチルホールで巻き取って伐倒したところ、伐倒木の根元部が地面に当たった際に
跳ね上がり、伐倒木から見て斜面下方の近くで作業を監視していた被災者に激突した。

４ ３月 建築設備工事業
墜落、転落

掘削用機械

被災者は、土捨て場に土砂を運搬し、土砂を法肩付近から斜面下方に落として整地する作業
に従事していた。被災当日、単独で重機を法肩の傍で走行させていた際、片側の履帯が斜面に
はみ出し、同機とともに高さにして約4メートル転落し、同機の下敷きとなった。

５ ４月
機械器具
設置工事業

はさまれ、
巻き込まれ

クレーン

天井走行クレーンのクレーンガーダ上で作業員３名が点検作業中、直接視認できない位置の
運転士が声掛けした後に当該クレーンを走行させたところ、作業員３名のうち歩道端部に立って
いた被災者が、張り出した建物梁と歩道の手すりとの間にはさまれた。
点検作業に係る安全確認の合図方法等は明確に定めていなかった。

６ ７月
木造家屋
建築工事業

墜落、転落

屋根、はり、もや、
けた、合掌

木造２階建て住宅の建方作業において、１階梁上で作業を行っていたところ、梁の間にかけ渡さ
れ、固定がされていない足場板のはねだした部分に乗ったことで、体勢を崩し、足場板とともに約
３ｍに墜落した。保護帽は着用していたが、防網や親綱の設置、安全帯の着用・使用などの墜落
による危険防止措置は講じられていなかった。

７ 10月
鉄骨・鉄筋コンク
リート造家屋建築

工事業

墜落、転落

建築物、構築物

鉄筋コンクリート造３階建て建築物の解体工事中、屋根裏フロアにおいて、フレコンに詰めた建
築廃材を地上に下ろすため、建築物端部に脚立を渡しスロープを作り、２名でその上を移動させ
建築物端部からフレコンを投下していたところ、うち１名がフレコンや脚立とともに墜落し、高さ約
10ｍ下の地面に激突した。

関連 10月
一般貨物自動車
運送業

墜落、転落

掘削用機械

被災者は、大型トラックで運搬した重機を荷台から降ろすため荷台を傾斜・接地させた後、重機
の運転席に乗り、折り畳まれたアームを上方に伸ばしたところ、重機が下方に滑り落ち、大型ト
ラック近くの法面から重機とともに谷底まで転落した。シートベルトは未使用。

８ 11月 電気通信工事業
飛来、落下

クレーン

被災者は、2.85tジブクレーンの解体業務において、ハンマーを用いてジブ同士を連結・固定して
いる金属ピンの取り外し作業を行っていたところ、ピンが外れた瞬間にジブが落下し、ジブ下部に
いた被災者は、頭部をジブと作業床の間に挟まれた。 10

建設三大災害の絶滅
墜落・転落災害
クレーン・重機災害
崩壊・倒壊災害

・クレーンモードに切り
替えて荷の吊り上げ作業
を行う
・クレーン作業と重機作
業をクレーン機能付き重
機で行う場合は、両方の
作業計画が必要
・準備工の伐木、運搬作
業時に注意
・足場、墜落制止用器具
等の墜落・転落防止対策
のほか、脚立・はしご使
用時の対策の徹底
・重機の移送、積卸し時
の転倒・転落防止対策
など



【長野労働局の対応】

死亡災害の発生状況をみると、基本的な安全措置を実施していれば防げたとみられる事案が多くを占めてい
ます。“労災による死亡者を、悲しみをゼロに”をスローガンに、各事業場・現場に対する指導、関係団体に対
する要請、各種講習会での注意喚起などの啓発活動を積極的に行い、特に死亡災害を防止するための基本的な
安全対策を含め、労働災害防止対策を徹底し、重大・悪質な事案については司法処分も含め厳正に対処します。

具体的には特に、
① 死亡災害の多発が続く建設業においては、公共工事を含め多くの工事が完工時期を迎え繁忙度が増す年度末
における労働災害防止の徹底を図るため、年度末にかけて、各労働基準監督署において建設現場に一斉パト
ロール等を実施することにしています。
② 転倒災害・腰痛等や高年齢者労働者の労働災害を防止するため、「STOP！転倒災害プロジェクト」の展開、
「SAFEコンソーシアム」への加盟推進など、労働者の身体の健康づくりを含め労働災害防止対策を推進し、
また、エイジフレンドリー補助金も周知しつつ、エイジフレンドリーガイドライン （ 注 ）に基づく取組を推
進します。
③ 今後、こうした状況を踏まえ、地方労働審議会での議論も経て、年度内を目途に「長野県における第14次
労働災害防止推進計画」を策定し、労働災害防止対策の強化を図ります。

注：「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」（令和２年３月 16 日付け基安発 0316第１号）
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継続して情報
発信すること
が大事！
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注目！

令和５年２月３日（金）
大糸タイムス記事
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ご清聴ありがとうございました。

建災防大北分会の皆様の
今後益々のご活躍を
心より願っております。

ご安全に！


